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４  財源不足額への対応（ 当面の数値目標）  

 

 人と 自然がいきいきと 調和し 、 真の豊かさ と 幸せを実感できる山形の実現には、 それを支え

る持続可能な財政運営の確保が不可欠です。 具体的には、 歳入・ 歳出の両面から 財源不足額の

解消に向けた対応策を講じ 、 調整基金取崩し の抑制に努めるこ と が必要です。  

 

 歳入面では、 県有財産の売却や有効活用の促進、 基金や特別会計の利用見込みのない資金の

活用、 財源対策のための県債の発行等によっ て歳入を確保し ます。  

 歳出面では、 事務事業の見直し ・ 改善や行政経費の節減・ 効率化など、 徹底し た歳出の見直

し を行います。  

 

 

 

（ 単位： 億円）

５ 年度 ６ 年度 ７ 年度 ８ 年度

△177 △190 △154 △145

3 3 3 3

45 24 4 4

69 73 57 18

117 100 64 25

( 30) ( 30) ( 30)

30 60 90 120

30 60 90 120

147 160 154 145

30 30 - -

186 156 156 156

注１ ： ｢事務事業の見直し ・ 改善、 行政経費の節減・ 効率化」 の括弧書き は当該年度の新規削減額で ある 。

注２ ： 歳入について は、 現行制度を も と に試算し て いる 。

注３ ： 令和５ 年度及び６ 年度の調整基金取崩額( E) について は、 令和３ 年度の法人関係税等の増収に伴う 普通交付税

　 　 　 の減額精算に対応する た めに積み立て て いた も のを 取り 崩すも ので ある 。

対 策 後 の 調 整 基 金 残 高 ( F)

歳
 
出

事 務 事 業 の 見 直 し ・ 改 善
行 政 経 費 の 節 減 ・ 効 率 化

計 ( C)

合 計 ( D=B+C)

調 整 基 金 取 崩 額 ( E)

財 源 不 足 額 ( A)

歳
 
入

県 有 財 産 の 売 却 、 有 効 活 用

基 金 、 特 別 会 計 資 金 の 有 効 活 用

財 源 対 策 の た め の 県 債 発 行

計 ( B)
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